
A ➡　十分達成　　B ➡　概ね達成　C　➡　努力が必要　D　➡　かなり努力が必要

[基本目標Ⅲ]　方針決定への男女共同参画

■施策の方向　１　政策・方針決定過程への女性の参画の拡大

№ 施策（事務・事業） 担当課 取組内容 活動指標・当初値 令和６年度　目標・計画 実績
評価

（A・B・C・D）
課題･今後の方向性

審議会評価・意見
（令和６年度分）

令和７年度　目標・計画

40

各種審議会や
協議会等の委
員選考時に女
性委員の比率
40％以上を目
標とした取り組
み（一方の性に
偏らない。目標
到達していな
い課について
は課ごとに指
標を設定）

全庁（人事
秘書課）

人事秘書係：朝倉市表彰審
議会が対象。委員の推薦団
体に対し、女性委員の選出
について配慮を依頼していく
ものとします。（ただし、推薦
団体自体や推薦される職に
あるものに女性が存在しない
場合もあります。）

数値目標：
審議会女性委員の比
率
４０％以上　A
３０％以上　B
２０％以上　C

 人事秘書係：朝倉市表彰審
議会が対象。委員の推薦依
頼の際、書面に女性委員の
選出について配慮いただく旨
の内容を継続し表記します。

・朝倉市表彰審議会 （女性
委員比率50％）

A

 委員選出を依頼する団体等
における団体会員数の減少
や委員の男女構成上、女性
の選出に限りがあると考えら
れます。
各団体への選出依頼に引き
続き女性委員の選出につい
ての配慮を記載します。

 人事秘書係：朝倉市表彰審
議会が対象。委員の推薦依
頼の際、書面に女性委員の
選出について配慮いただく旨
の内容を継続し表記します。

40

各種審議会や
協議会等の委
員選考時に女
性委員の比率
40％以上を目
標とした取り組
み（一方の性に
偏らない。目標
到達していな
い課について
は課ごとに指
標を設定）

全庁（総務
財政課）

・朝倉市行政不服審査会
　委員の交代なし
・朝倉市情報公開・個人情報
保護審査会
　委員の交代なし
・朝倉市情報公開・個人情報
保護審議会
　女性委員数委員８人中３人
・朝倉市政治倫理審査委員
会
　女性委員数委員６人中２人

委員選考時に、一方の性に
偏らないような選考を行う。

（指標）
・朝倉市行政不服審査
会
　女性委員数委員３人
中１人
・朝倉市情報公開・個
人情報保護審査会
　女性委員数委員３人
中１人
・朝倉市情報公開・個
人情報保護審議会
　女性委員数委員８人
中３人
・朝倉市政治倫理審査
委員会
　女性委員数委員６人
中２人

・朝倉市行政不服審査会
　委員の交代なし
・朝倉市情報公開・個人情報
保護審査会
　委員の交代なし
・朝倉市情報公開・個人情報
保護審議会
　女性委員数委員８人中３人
・朝倉市政治倫理審査委員
会
　女性委員数委員６人中２人

委員の交代がある場合に
は、女性委員の推薦を依頼
するとともに現在の女性委員
には継続就任を依頼する。

・朝倉市行政不服審査会
総数3名（うち女性委員0名）
【0%】
・朝倉市情報公開・個人情報
保護審査会
総数3名（うち女性委員0名）
【0%】
・朝倉市情報公開・個人情報
保護審議会
総数8名（うち女性委員4名）
【50%】
・朝倉市政治倫理審査委員
会
総数6名（うち女性委員2名）
【33.3%】

C
委員の交代がある場合に
は、女性委員の推薦を依頼
する。

基礎組織内部の選考の仕方
やそもそも女性の参画が少
ない分野であることは承知し
ているが、大学関係者（や法
曹界）等できるところから工
夫をして取り組んでいただき
たい。

委員の交代がある場合に
は、女性委員の推薦を依頼
するとともに現在の女性委員
には継続就任を依頼する。

40

各種審議会や
協議会等の委
員選考時に女
性委員の比率
40％以上を目
標とした取り組
み（一方の性に
偏らない。目標
到達していな
い課について
は課ごとに指
標を設定）

全庁（総合
政策課）

審議会において、男女いず
れか一方の委員の数が委員
の総数の10分の4未満になら
ないよう構成するため、委員
依頼時に啓発用リーフレット
を持参し、市の取組を説明す
る。

・まちづくり審議会
（40％　活動指標）

・まちづくり審議会（40％）
（現任期はR6.6までとなって
いるが、次回は第４次総合計
画策定時に審議会を設置す
るため、R6年度に新たにまち
づくり審議会の設置は行わな
い予定。）

令和６年度設置なし D
令和７年度に審議会を設置
する際は40％を目指します。

・まちづくり審議会（40％）

40

各種審議会や
協議会等の委
員選考時に女
性委員の比率
40％以上を目
標とした取り組
み（一方の性に
偏らない。目標
到達していな
い課について
は課ごとに指
標を設定）

全庁（男女
共同参画
推進室）

審議会等において男女いず
れか一方の委員の数が委員
の総数の10分の4未満になら
ないよう構成する。

男女いずれか一方の
委員比率40％以上

男女いずれか一方の委員の
比率が４０％以上になるよ
う、委員選考する。
R6年度改選
・男女共同参画審議会
・センター運営委員会
・苦情処理委員
・青少年問題協議会
・いじめ防止調査委員会

・男女共同参画審議会
（50％）
・センター運営委員会（80％）
・苦情処理委員（50％）
・青少年問題協議会（44.4％）
・いじめ防止調査委員会
（40％）

A

以前からのセンター利用団
体は女性が多いところもあ
り、女性の割合が高すぎる委
員会がある。

・男女共同参画審議会（改選
なし）
・センター運営委員会（改選
なし）
・苦情処理委員（改選なし）
・青少年問題協議会（改選な
し）
・いじめ防止調査委員会（改
選なし）
男女いずれか一方の委員の
比率が４０％未満にならない
ように構成する。

具体的施策

ア

各種審議
会や委員
会にクオー
タ制導入
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A ➡　十分達成　　B ➡　概ね達成　C　➡　努力が必要　D　➡　かなり努力が必要

№ 施策（事務・事業） 担当課 取組内容 活動指標・当初値 令和６年度　目標・計画 実績
評価

（A・B・C・D）
課題･今後の方向性

審議会評価・意見
（令和６年度分）

令和７年度　目標・計画具体的施策

40

各種審議会や
協議会等の委
員選考時に女
性委員の比率
40％以上を目
標とした取り組
み（一方の性に
偏らない。目標
到達していな
い課について
は課ごとに指
標を設定）

全庁（防災
交通課）

各種協議会の委員につい
て、男女どちらにも偏らない
ように配慮する。

女性委員の比率改善
女性委員5名／16名
（R4年度）

・防災会議、消防委員会、国
民保護協議会の次期改選時
に女性委員枠を新たに設け
ることを検討する。

・消防委員会 0%
女性委員枠を設けることがで
きなかった。

・防災会議及び国民保護協
議会については、開催実績
なし。

D

・消防委員会
現状、委員になり得る学識経
験者に女性がいないので、
女性消防団（OB）からの参画
を検討する。

・防災会議、国民保護協議会
ほぼ充て職の委員で構成さ
れるため、男女比率の配慮
が難しい。

消防委員選出にあたり、消防
分団から実状を熟知している
方の要件などがあり、女性の
進出が難しい分野であること
は承知しているが、地道な意
識改革を行い、変えられると
ころから工夫をして取り組ん
でいただきたい。

・消防委員会
女性消防団（OB）からの参画
検討。

・防災会議、国民保護協議会
次期開催時に向け女性委員
枠を新たに設けることを検討
する。

40

各種審議会や
協議会等の委
員選考時に女
性委員の比率
40％以上を目
標とした取り組
み（一方の性に
偏らない。目標
到達していな
い課について
は課ごとに指
標を設定）

全庁（環境
課）

委員選出の際、女性委員の
選出に配慮してもらう。

女性委員比率　35％
環境審議会（35％）

環境審議会については、11
団体中2名の女性委員の選
出がなされた。
環境美化推進委員会につい
ては、20団体中女性委員の
選出はなされなかった。
女性比率は、環境審議会は
23％、環境美化推進委員会
は0％となっている。

C

各種委員（環境審議会、環境
美化推進委員会）の選出時
には、選出団体に可能な限り
女性委員の選出を依頼す
る。
環境審議会の学識経験者枠
の選出にあたっては、女性人
材リストも参考にして、女性
委員の選出を検討する。

基礎組織自体の女性の参画
が少ない分野であることは承
知しているが、地区住民が集
まる機会を利用して、課題の
共有化や役割分担の必要性
について説き、輪番制の導
入や小グループ活動制度創
設等できるところから工夫を
して、働きかけを行っていた
だきたい。

環境審議会（35％）

40

各種審議会や
協議会等の委
員選考時に女
性委員の比率
40％以上を目
標とした取り組
み（一方の性に
偏らない。目標
到達していな
い課について
は課ごとに指
標を設定）

全庁（人
権・同和対
策課）

女性委員比率の維持・向上
を図る。

女性委員比率
40％以上

○朝倉市甘木総合隣保館運
営委員会（令和６年度改選な
し。次期改選令和７年６月）
○朝倉市杷木人権啓発セン
ター運営委員会（令和６年度
改選なし。次期改選令和７年
６月）
　
選出母体に対し積極的な女
性委員の選出を依頼し、引き
続き女性委員比率が４０％以
上になるように取り組んでい
く。

【実績】
〇朝倉市甘木総合隣保館運
営委員会（30.7％）委員の改
選なし
〇朝倉市杷木人権啓発セン
ター運営委員会（21.4％）委
員の改選なし

C

　選出母体に対して、女性の
選出を求めるなど、引き続き
女性の構成比率の向上に努
める。

各団体への呼びかけ等、引
き続き地道な活動で末広が
りを見せられるように進めて
いただきたい。

○朝倉市甘木総合隣保館運
営委員会（次期改選令和７年
６月）
○朝倉市杷木人権啓発セン
ター運営委員会（次期改選
令和７年６月）
　
選出母体に対し積極的な女
性委員の選出を依頼し、引き
続き女性委員比率が４０％以
上になるように取り組んでい
く。

40

各種審議会や
協議会等の委
員選考時に女
性委員の比率
40％以上を目
標とした取り組
み（一方の性に
偏らない。目標
到達していな
い課について
は課ごとに指
標を設定）

全庁（保険
年金課）

朝倉市国民健康保険直営診
療所運営協議会委員、朝倉
市国民健康保険運営協議会
委員の選出に際し、選出母
体から可能な限り女性委員
の選出依頼を行う。

委員の比率40％以上
を目標とする。

　朝倉市国民健康保険直営
診療所運営協議会委員及び
朝倉市国民健康保険運営協
議会委員については、推薦
母体の委員の変更があった
際の選出について、可能な
限り女性の選出を依頼する。
　あわせて委員の比率40％
以上を目標とする。

　女性の割合は朝倉市国民
健康保険直営診療所運営協
議会委員は7人中4人で
57.1%、朝倉市国民健康保険
運営協議会委員については
16人中5人で31.2%であった。

A

今後も選出母体に対して、女
性委員の選出を依頼し目標
到達の取り組みを行ってい
く。

　朝倉市国民健康保険直営
診療所運営協議会委員及び
朝倉市国民健康保険運営協
議会委員については、推薦
母体の委員の変更があった
際の選出について、可能な
限り女性の選出を依頼する。
　あわせて委員の比率40％
以上を目標とする。

ア

各種審議
会や委員
会にクオー
タ制導入
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A ➡　十分達成　　B ➡　概ね達成　C　➡　努力が必要　D　➡　かなり努力が必要

№ 施策（事務・事業） 担当課 取組内容 活動指標・当初値 令和６年度　目標・計画 実績
評価

（A・B・C・D）
課題･今後の方向性

審議会評価・意見
（令和６年度分）

令和７年度　目標・計画具体的施策

40

各種審議会や
協議会等の委
員選考時に女
性委員の比率
40％以上を目
標とした取り組
み（一方の性に
偏らない。目標
到達していな
い課について
は課ごとに指
標を設定）

全庁（健康
課）

予防接種による健康被害が
発生した場合、市長の指示
により当該健康被害につい
て医学的見地から必要な調
査及び助言等を行う。

＊各種団体からの推薦とな
るため、改選時に女性の推
薦について、趣旨の理解と協
力をお願いしていく。

指標：女性委員40％以
上
R６～７（任期２年）
女性委員５人中２人（４
０％）

予防接種健康被害調査委員
会の委員選出依頼時に、構
成員の関係機関・団体に男
女共同参画推進の取組につ
いて周知し、可能な限り女性
委員の選出を依頼する。

R６～７年度（２年任期）
女性委員２人/委員総数５人
（40％）

A

今後も継続して構成員の関
係機関・団体に男女共同参
画推進の取組について周知
し、可能な限り女性委員の選
出を依頼する。

予防接種健康被害調査委員
会の委員選出依頼時に、構
成員の関係機関・団体に男
女共同参画推進の取組につ
いて周知し、可能な限り女性
委員の選出を依頼する。

40

各種審議会や
協議会等の委
員選考時に女
性委員の比率
40％以上を目
標とした取り組
み（一方の性に
偏らない。目標
到達していな
い課について
は課ごとに指
標を設定）

全庁（介護
サービス
課）

各協議会の委員選考につい
て、推薦母体がある場合は、
女性委員の選出について配
慮してもらう。

①介護運営協議会　委
員数11名中5名以上
②包括運営協議会　委
員数8名中4名以上

①介護運営協議会　委員数
11名中5名以上

 令和６年度は委員改選年で
はなかったが、令和７年度委
員選出依頼時、文書に男女
共同参画推進に向けた取り
組みを周知し、理解いただく
旨の内容を盛り込んだ。結果
として、女性増となった。
①介護運営協議会　委員数
11名中5名（45％）
②包括運営協議会　委員数8
名中2名（25％）

B

 協議会の委員改選に際して
は、女性委員選出に配慮し
た取り組みを引き続き行って
いく。

①介護運営協議会　委員数
11名中5名以上
②包括運営協議会　委員数8
名中4名以上

40

各種審議会や
協議会等の委
員選考時に女
性委員の比率
40％以上を目
標とした取り組
み（一方の性に
偏らない。目標
到達していな
い課について
は課ごとに指
標を設定）

全庁（福祉
事務所）

女性委員の比率を向上させ
る。

女性委員の比率40％
以上
・民生委員・児童委員
・地域福祉計画推進委
員会
（※R5は、委員の変更
予定がないため下記
委員比率は、現状のま
ま）
・民生委員推薦会28.6%
・障がい福祉計画等推
進委員会25%
・社会福祉審議会
26.7％

女性委員の比率40％以上
・民生委員推薦会
（※R6年度は、委員の変更
予定がないため委員比率
は、変動ないところだが途中
での委員交代の時は、女性
委員の推薦をお願いする。）

・障害支援区分認定審査会
40％
・民生委員推薦会42.9％
・社会福祉審議会26.7％

B

 団体等への委員の推薦依
頼の際に、目標を達成してい
ない委員会に女性委員の推
薦をお願いする。

女性委員の比率40％以上
・障害支援区分認定審査会
・民生委員推薦会
・社会福祉審議会
（※委員交代の時は、女性委
員の推薦をお願いする。）

40

各種審議会や
協議会等の委
員選考時に女
性委員の比率
40％以上を目
標とした取り組
み（一方の性に
偏らない。目標
到達していな
い課について
は課ごとに指
標を設定）

全庁（子ど
も未来課）

子ども・子育て会議の女性委
員の比率を向上させる。

選考時に女性比率４
０％以上を目標に依頼
する。

子ども・子育て会議の委員改
選時に可能な限り女性代表
の推薦をお願いする。
(女性比率40％以上)

子ども・子育て会議：10/15人
(66％) A

引き続き、可能な限り女性代
表の推薦を依頼する。

子ども・子育て会議の委員改
選時に可能な限り女性代表
の推薦をお願いする。
(女性比率40％以上)

ア

各種審議
会や委員
会にクオー
タ制導入

25



A ➡　十分達成　　B ➡　概ね達成　C　➡　努力が必要　D　➡　かなり努力が必要

№ 施策（事務・事業） 担当課 取組内容 活動指標・当初値 令和６年度　目標・計画 実績
評価

（A・B・C・D）
課題･今後の方向性

審議会評価・意見
（令和６年度分）

令和７年度　目標・計画具体的施策

40

各種審議会や
協議会等の委
員選考時に女
性委員の比率
40％以上を目
標とした取り組
み（一方の性に
偏らない。目標
到達していな
い課について
は課ごとに指
標を設定）

全庁（教育
課）

各種審議会等の選考にあた
り、女性比率の35％を目標と
する。

実施
いじめ防止対策推進委員会
（40%)
いじめ問題対策連絡協議会
(35%)

・いじめ防止対策推進委員会
　（40.0％）
・いじめ問題対策連絡協議会
（37.0）％

B

 
校長会等の選出母体に女性
の選出を依頼すると、女性校
長が少数であるため負担が
大きくなる等課題はあるが、
引き続き協議会の構成メン
バーの見直し等を検討する。

いじめ防止対策推進委員会
（40%)
いじめ問題対策連絡協議会
(35%)

40

各種審議会や
協議会等の委
員選考時に女
性委員の比率
40％以上を目
標とした取り組
み（一方の性に
偏らない。目標
到達していな
い課について
は課ごとに指
標を設定）

全庁（農業
振興課）

各種審議会や協議会等の委
員選考時に積極的な女性委
員の選出を行う。

１４名中女性委員６名
以上の選出

 構成員の関係機関・団体に
働きかけるとともに、選考に
あたっては女性を積極的に
登用する。
令和６年度目標：６名以上の
女性委員の選出

農林行政審議会
女性６名（１４名中）
４２．９％

A
 今後も引き続き関係団体に
女性の積極登用を依頼す
る。

 構成員の関係機関・団体に
働きかけるとともに、選考に
あたっては女性を積極的に
登用する。
令和７年度目標：６名以上の
女性委員の選出

40

各種審議会や
協議会等の委
員選考時に女
性委員の比率
40％以上を目
標とした取り組
み（一方の性に
偏らない。目標
到達していな
い課について
は課ごとに指
標を設定）

全庁（文
化・生涯学
習課）

各種委員会・協議会の委員
選考時に女性委員の割合を
35％以上を目指す。

秋月博物館の協議会
等、４０％以上の女性
割合を目指す。

 選任に際して、各選出母体
に対し女性の選考を求めて
いく。

(文化振興係)
文化芸術審議会の女性委員
は７名中３名（≒４３％）で４
０％以上となっている。
（文化財係）
秋月博物館協議会の女性委
員は６名中３名（５０％）で
40％以上となっている。歴史
的景観審議会の女性委員は
13名中２名（≒１５．４％）と
なっている。
（生涯学習）
社会教育委員の女性委員は
9中4名となっており36％であ
る。

B

（文化振興係）
現状を維持し、次回改選時も
女性委員の比率が４０パー
セント以上になるよう配慮・調
整を行う。令和８年度末任期
終了。
（文化財係）
秋月博物館協議会及び歴史
的景観審議会の女性委員に
ついては、４０％以上を目指
すものの、選出組織の都合
及び学識（専門性）を求める
部分もあり、実現には課題が
存在する。
(生涯学習)
前年度より割合が減少して
いるが、社会教育関係団体
の代表としてPTAから選出を
配慮いただいている。選出団
体の都合、学識を要する部
分もあり、実現には課題が存
在する。

 選任に際して、各選出母体
に対し女性の選考を求めて
いく。

40

各種審議会や
協議会等の委
員選考時に女
性委員の比率
40％以上を目
標とした取り組
み（一方の性に
偏らない。目標
到達していな
い課について
は課ごとに指
標を設定）

全庁（都市
政策課）

審議会等において男女いず
れか一方の委員の数が委員
の総数の10分の4未満になら
ないよう構成する。

・都市計画審議会女性
比率
当初値（33％）
活動指標（40％）
・国土利用計画審議会
女性比率
当初値（33％）
活動指標（40％）

 ・都市計画審議会（33％）
→現委員の任期中（R5.6.27
～R7.6.26）であり、変更があ
りません。
・国土利用計画審議会
→令和6年度は開催予定が
ありません。

 ・都市計画審議会（33％）委
員の交代なし
・国土利用計画審議会→令
和6年度開催なし

B

都市計画審議会は、市議会
議員3名、学識経験者3名、
関係行政機関3名の計9名で
構成される。（朝倉市都市計
画審議会条例にて規定）学
識経験者以外は選出依頼を
行っている各種団体の状況
によるため、市の判断のみで
女性委員の比率を増やすこ
とは難しい状況にある。

 ・都市計画審議会（40％）
・国土利用計画審議会
→令和7年度は開催予定が
ありません。

ア

各種審議
会や委員
会にクオー
タ制導入
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A ➡　十分達成　　B ➡　概ね達成　C　➡　努力が必要　D　➡　かなり努力が必要

№ 施策（事務・事業） 担当課 取組内容 活動指標・当初値 令和６年度　目標・計画 実績
評価

（A・B・C・D）
課題･今後の方向性

審議会評価・意見
（令和６年度分）

令和７年度　目標・計画具体的施策

41

各種審議会等
への女性の積
極的登用の啓
発

男女共同
参画推進
室

審議会や委員会を設置する
庁内担当課への女性の積極
的登用への働きかけを実施
し、女性委員の比率向上に
つなげる。

審議会等女性委員の
比率４０％以上

審議会等女性委員登用率の
低い審議会等を持つ担当課
長の状況等聞き取り調査及
び改選前に女性委員の選任
について依頼する。
女性委員の比率　３７％

女性委員登用率が２０％以
下の審議会等を持つ担当課
１２課のうち、６課の課長へ
状況の聞き取り調査を行い、
女性委員の登用について依
頼を行った。
令和６年４月１日　女性委員
の比率　３４．５％（達成度　９
３．２％）

A
登用率の達成に向けて、継
続して取り組む。

審議会等女性委員登用率の
低い審議会等を持つ担当課
長の状況等聞き取り調査及
び改選前に女性委員の選任
について依頼する。
女性委員の比率　３７％

42
審議会等の女
性登用状況の
公開

男女共同
参画推進
室

４月１日現在の審議会等設
置状況を調査し、審議会等
の女性登用状況を把握し、
公開する。

年１回（１０月１日号掲
載）

広報あさくら１０月号にて掲
載、ＨＰでの公開をする。審
議会等の女性登用を進める
意義をあわせて掲載する。

審議会等の女性登用状況を
調査し、広報あさくら１０月号
に掲載を行った。また、審議
会等の女性登用を進める意
義を掲載した。

A
登用率の達成に向けて継続
して公表を行っていく。

広報あさくら１０月号にて掲
載、ＨＰでの公開をする。審
議会等の女性登用を進める
意義をあわせて掲載する。

43
女性人材リスト
事業の周知

男女共同
参画推進
室

市の政策や方針決定の場に
女性の意見を反映させるた
め、事業の周知を図る。

年1名以上登録
市内の５０企業訪問時に、女
性人材リスト事業の周知をす
る。

コミュニティ事務局長会での
周知、広報紙やHPへの掲載
のほか、市内の４４企業を訪
問時やセミナー、講座開催時
に、女性人材リストの周知を
行った。

A 引き続き、周知を行う。

市内企業訪問時やコミュニ
ティ事務局長会、講座開催時
に女性人材リストの周知を行
う。

44
女性人材情報
の収集、提供

男女共同
参画推進
室

女性人材リストの登録への
促進をはかり各課の委員選
出のために情報提供をする。

年１回の情報発信
年1名以上

男女共同参画センター利用
団体にも、女性人材リスト事
業の周知をする。
年１回庁内に女性人材リスト
登録の周知をする。

コミュニティ事務局長会での
周知、広報紙やHPへの掲載
のほか、市内の４４企業を訪
問時やセミナー、講座開催時
に、女性人材リストの周知を
行った。
令和６年度新規１名、更新２
名の登録があった。

A 引き続き、周知を行う。

コミュニティ事務局長会や講
座開催時、センター利用団体
へ女性人材リストの周知を行
う。
年１回庁内に女性人材リスト
の周知を行う。

ウ

政治分野に
おける女性
活躍の促
進

45
政治分野への
女性活躍の啓
発

男女共同
参画推進
室

区会長理事会や地域コミュニ
ティ等と男女共同参画審議
会との意見交換会を実施し、
理解と促進につなげる。

実施（年1回以上）
地域での男女共同参画推進
のため、講座等により啓発を
図る。
８地域コミュニティ実施予定

２コミュニティへの出前講座
を行った。また、コミュニティ
会長会で女性役員選出依頼
を行った。

Ａ
未実施のコミュニティへ呼び
かけを行う。

地域での男女共同参画推進
のため、講座等により啓発を
図る。
６地域コミュニティ実施予定

■施策の方向　２　地域社会の各種団体･組織での男女共同参画の推進

№ 施策（事務・事業） 担当課 取組内容 活動指標・当初値 令和６年度　目標・計画 実績
評価

（A・B・C・D）
課題･今後の方向性

審議会評価・意見
（令和６年度分）

令和７年度　目標・計画

46

自治組織等へ
の女性の参画
の促進と、条件
整備の啓発

男女共同
参画推進
室

地域の組織や団体等の活動
に女性が参画することの必
要性について啓発を行い、地
域における男女共同参画へ
の意識の高揚を図る。

何回実施/年３回

団体等に、男女共同参画に
よる地域コミュニティづくり等
をテーマとした市民企画講座
の実施を呼びかけ、支援して
いく。

コミュニティ事務局長会や広
報紙・HPにて市民企画講座
の募集案内を行った。
1件実施。資料作成及び講師
謝金補助、開催当日の支援
を行った。

C

資料を分かりやすく作り直
し、団体や各コミュニティに対
して依頼を行うなど、継続し
て活用を呼びかる。

男女共同参画の啓発研修に
ついては、どうすれば参加者
が増えるのか引き続き検討
すること。若い人が集まる市
内の団体や地域に、各種取
り組みの呼びかけを行って
はどうか。

団体等に、男女共同参画に
よる地域コミュニティづくり等
をテーマとした市民企画講座
の実施を呼びかけ、支援して
いく。

47

地域の総会や
会議への女性
の参画の促
進、啓発

男女共同
参画推進
室

地域の組織や団体等の活動
に女性が参画することの必
要性について啓発を行い、地
域における男女共同参画へ
の意識の高揚を図る。

何回実施/年３回

団体等に、男女共同参画に
よる地域コミュニティづくり等
をテーマとした市民企画講座
の実施を呼びかけ、支援して
いく。

コミュニティ事務局長会や広
報紙・HPにて市民企画講座
の募集案内を行った。
１件実施。資料作成及び講
師謝金補助、開催当日の支
援を行った。

C

資料を分かりやすく作り直
し、団体や各コミュニティに対
して依頼を行うなど、継続し
て活用を呼びかる。

男女共同参画の啓発研修に
ついては、どうすれば参加者
が増えるのか引き続き検討
すること。若い人が集まる市
内の団体や地域に、各種取
り組みの呼びかけを行って
はどうか。

団体等に、男女共同参画に
よる地域コミュニティづくり等
をテーマとした市民企画講座
の実施を呼びかけ、支援して
いく。

具体的施策

ア

慣習にとら
われない、
男女共同
の役職選
出の啓発

各種審議
会や委員
会にクオー
タ制導入

ア

イ
女性人材リ
ストの整備

27



A ➡　十分達成　　B ➡　概ね達成　C　➡　努力が必要　D　➡　かなり努力が必要

№ 施策（事務・事業） 担当課 取組内容 活動指標・当初値 令和６年度　目標・計画 実績
評価

（A・B・C・D）
課題･今後の方向性

審議会評価・意見
（令和６年度分）

令和７年度　目標・計画具体的施策

■施策の方向　３　ロールモデルとしての行政職員の男女共同参画の推進

№ 施策（事務・事業） 担当課 取組内容 活動指標・当初値 令和６年度　目標・計画 実績
評価

（A・B・C・D）
課題･今後の方向性

審議会評価・意見
（令和６年度分）

令和７年度　目標・計画

48
女性職員の職
域拡大

人事秘書
課

朝倉市人材育成基本方針に
基づき、職員の人材育成を
図るとともに、各職場にお
ける女性比率を考慮した職
員配置に努めます。

数値目標：各所属で
女性比率30％（一部
を除く。）

・研修等の実施により、計
画的育成とキャリア形成支
援の取組を進めるととも
に、現状の男女の配置割合
にとらわれることなく、各
職場における女性比率を考
慮し職員配置を検討・実施
し女性職員の職域拡大に努
めていきます。
・女性比率30％

 女性比率30％以上の職場
40部署中16部署

Ｃ

引き続き、職員の能力をより
一層発揮できるよう、適性が
見いだせるよう、研修等によ
る職員の人材育成を図るとと
もに、各職場における女性比
率を考慮し職員配置を実施
します。

女性職員の人数や割合も増
えてきつつあり、各職域にお
けるバランス調整も含め、職
員が能力をより一層発揮でき
るよう見識を広げるような研
修を引き続き行っていただき
たい。

・研修等の実施により、計
画的育成とキャリア形成支
援の取組を進めるととも
に、現状の男女の配置割合
にとらわれることなく、各
職場における女性比率を考
慮し職員配置を検討・実施
し女性職員の職域拡大に努
めていきます。
・女性比率30％

49
管理職への女
性の登用の促
進

人事秘書
課

女性職員の積極的な役職登
用等、個人の能力に応じた
適切な人事に努めます。
また、女性職員が役職に就
くよう意識改革を図りま
す。
※数値目標：女性の大活躍
推進福岡県会議の女性大活
躍推進宣言による。

※数値目標：令和５
年度までに女性管理
職比率20％以上を達
成する。

研修等の実施により、管理
職として求められる能力・
知識等を身につける機会を
提供するなど意識・雰囲気
の醸成を図り、女性職員の
管理的地位への登用拡大に
努めていきます。
・女性管理職比率20％以上

女性管理職比率：23.0% A

引き続き、職員の能力をより
一層発揮できるよう、適性が
見いだせるよう、研修等によ
る職員の人材育成を図るとと
もに、女性職員の管理的地
位への登用拡大を目ざしま
す。

研修等の実施により、管理
職として求められる能力・
知識等を身につける機会を
提供するなど意識・雰囲気
の醸成を図り、女性職員の
管理的地位への登用拡大に
努めていきます。
・女性管理職比率20％以上

イ

行政職員
自身の固
定的性別
役割分担
意識の改
革・啓発
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行政職員自身
のワーク・ライ
フ・バランスや
生産効率向上
達成など、男女
平等意識を高
めるための研
修等への参加
促進

人事秘書
課

行政職員が「男女共同参画」
を推進していくために必要な
知識を習得できる研修会等
への参加を促進します。

役職者の男女共同参
画まちづくり講演会へ
の参加数
15人以上　A
10人以上　B
10人未満　C
参加なし　D

男女共同参画推進担当部署
と連携し、研修会、セミナー
等の職員参加を計画・実施
し、意識向上の取組を行いま
す。

69人参加（正職54人、会計年
度任用職員15人）

A

（課題）
活動指標の見直し
（今後の方向性）
継続して実施

男女共同参画推進担当部署
と連携し、研修会、セミナー
等の職員参加を計画・実施
し、意識向上の取組を行いま
す。
（活動指標の見直し）
80人以上　A
50～79人以上　B
40人未満　C
未実施・参加なし　D

ウ

家事、育児
や介護をし
ながら活躍
できる職場
環境の整
備促進
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男性職員の育
児等の参画の
推進

人事秘書
課

男性職員の配偶者の出産や
育児等のための休暇・休業
取得に関し周知・啓発を実施
します。

・育児休業を取得する
男性職員の割合を
50％以上
・配偶者出産休暇、育
児参加のための休暇
の取得割合100％

・庁内イントラ掲示板等を活
用し、休暇・休業制度等につ
いて情報提供を行い、男性
職員の育児参加の意識向上
の取組に努めます。
・配偶者が出産を控えている
及び出産後の男性職員に対
し、人事担当課等による面談
等を実施します。
・育児休業を取得する男性職
員の割合を50％以上
・配偶者出産休暇、育児参加
のための休暇の取得割合
100％

・育児休業を取得した男性職
員の割合：55.5％
・配偶者出産休暇、育児参加
のための休暇の取得割合：
66.6％

B

引き続き、庁内イントラ掲示
板等を活用し、休暇・休業制
度等について情報提供・周
知啓発を行い、男性職員の
育児参加の意識向上の取組
を推進するとともに、配偶者
が出産を控えている、又は配
偶者が出産を終えた男性職
員に対し、人事担当課等によ
る声掛け等にも努めます。

・庁内イントラ掲示板等を活
用し、休暇・休業制度等につ
いて情報提供を行い、男性
職員の育児参加の意識向上
の取組に努めます。
・配偶者が出産を控えている
及び出産後の男性職員に対
し、人事担当課等による面談
等を実施します。
・育児休業を取得する男性職
員の割合を50％以上
・配偶者出産休暇、育児参加
のための休暇の取得割合
70％

具体的施策

ア

女性職員
の採用・育
成、配置・
登用拡大
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